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一
般
質
問
　
照
屋
　
仁
士 

議
員

問 

平
成
27
年
５
月
26
日
、
空
き

家
対
策
等
の
推
進
に
関
す
る
特
別

措
置
法
が
完
全
施
行
さ
れ
た
。
空

き
家
は
全
国
で
８
２
０
万
戸
を

超
え
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

４
０
０
超
の
自
治
体
が
空
き
家
条

例
を
制
定
し
て
い
る
。
町
内
で
の

空
き
家
、
空
き
地
の
現
状
は
ど
う
か
。

副
町
長 

空
き
家
及
び
空
き
地
の

調
査
は
行
っ
て
い
な
い
。

問 
本
町
で
空
き
家
、
空
き
地
な

ど
の
対
策
は
あ
る
か
。

副
町
長 
草
木
の
繁
茂
な
ど
隣
地
へ

影
響
が
あ
る
場
合
、
個
別
の
通
報

等
で
対
応
し
て
い
る
。
現
段
階
で

は
大
き
な
ト
ラ
ブ
ル
や
問
題
は
な
い
。

問 

法
律
の
内
容
に
は
近
隣
住
民

に
迷
惑
を
か
け
な
い
と
い
う
大
き

な
趣
旨
が
あ
る
。
た
だ
、
質
問
の

趣
旨
は
、
南
風
原
町
の
限
ら
れ
た

面
積
の
中
で
空
き
家･

空
き
地
を

有
効
活
用
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

の
で
は
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
特

措
法
で
は
税
制
上
の
優
遇
だ
け
で

は
な
い
。
市
町
村
の
行
う
事
業
に

も
国
か
ら
財
政
上
の
措
置
が
講
じ

ら
れ
る
。
ま
ず
は
現
状
把
握
が
必

要
で
は
な
い
か
。

総
務
部
長 

法
律
で
は
国
が
基
本

指
針
を
策
定
す
る
。
こ
れ
に
基
づ

き
市
町
村
は
空
き
家
対
策
計
画
も

策
定
す
る
努
力
義
務
が
あ
る
。
あ

る
程
度
の
ル
ー
ル
作
り
と
調
査
が

必
要
と
考
え
る
。

住
民
参
加
を

促
進
す
る
方
法
は

問 

住
民
参
加
を
促
進
す
る
方
法

を
第
五
次
総
合
計
画
と
関
連
付
け

て
検
討
し
て
は
ど
う
か
。

副
町
長 

第
五
次
総
合
計
画
も
住

民
参
加
の
促
進
に
努
め
て
い
く
。

問 

第
五
次
総
合
計
画
の
中
で
、

次
の
項
目
も
検
討
で
き
な
い
か
。

①
町
民
提
案
手
続
き

②
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
方
法
を
明
示

③
広
聴
会
、
座
談
会
、
審
議
会

④
自
治
会
の
役
割

⑤
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
、

　

１
０
０
人
委
員
会

⑥
町
民
公
益
活
動
団
体

⑦
公
共
サ
ー
ビ
ス
参
入
機
会
の
提
供

⑧
地
域
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

⑨
住
民
投
票

総
務
部
長 

総
合
計
画
で
位
置
付

け
る
手
法
も
あ
る
。
ま
た
、
住
民

参
加
の
あ
り
方
の
指
針
や
ル
ー
ル

づ
く
り
要
綱
も
考
え
ら
れ
る
。
多

面
か
ら
幅
広
く
検
討
し
た
い
。

空き家、
空き地対策で
地域活性化を　
答　一定のルール作りは必要、今後検討する 照屋　仁士 議員
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